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こどもの権利条例（素案）への「みんなの意見を教えて！」の結果報告 

 

1. こどもの権利条例（素案）への「みんなの意見を教えて！」の実施 

(１) 募集期間：令和 7年 12月 1日（月）～令和 8年 1月 5日（月） 

(２) 対 象 者：富田林市に住んでいる、働いている、富田林市の学校などに通っている、おおむね１８さい 

       未満のこども 

(３) 回収方法：WEBと意見箱 

 

2. こどもの権利条例（素案）への「みんなの意見を教えて！」の結果 

(１) 提出数:50件（WEBへの提出：42件 意見箱への提出：8件） 

(２) 意見数：26件（質問３思ったことの件数） 

 

意見の対応まとめ 件数 

① いただいたご意見の内容は、すでに条例案に反映されています。 5 

② いただいたご意見を踏まえ、条例案の内容を一部見直しました。 0 

③ 
条例案の内容に変更はありませんが、いただいたご意見は今後の施策や事業の検討に

活かしてまいります。 
1 

④ 
ご意見の内容については、現時点の条例案や市の方針と考え方が異なるため、今回は

条例案の内容を維持いたします。 
0 

⑤ ①～④に該当しないもの。 20 

合計 26 

 

 

 

くわしく知っ
ている

知っている
聞いたこと
がある

聞いたこと
はない

不明・無回答

その他（５さい） 1 0 0 0 0 1 1

小学校1年生 1 0 0 0 1 0 1

小学校2年生 2 0 0 2 0 0 2

小学校3年生 1 1 0 0 0 0 1

小学校4年生 42 3 6 13 19 1 19

小学校5年生 1 0 1 0 0 0 1

中学1年生 2 1 0 0 1 0 1

合計 50 5 7 15 21 2 26

質問2　こどもの権利の認知度 質問3
思ったこと
の件数

提出件数学年

資料 4 
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3. こどもの権利条例（素案）への「みんなの意見を教えて！」でいただいた意見と市の考え方 

 こどもの権利条例について意見をいただき、ありがとうございます。みんなの意見を聞いて、市の考え方

を、お答えします。 

No. 該当箇所 条例について思ったこと 件数 
対応 

区分 
市の考え方 

1 全体 いいとおもう。 4 ⑤ みんながいいと思ってくれた条

例が、きちんと実行されるように

取り組みます。 

いい案だなーとおもった。 

やって良かったと思います 

いいなって思う 

2 全体 子供にとっては、これから大人にな

るために最高の条例だと思います。 

１ ⑤ みんなが大人になるまでの間、

この条例がみんなの役に立ち、み

んなが自分らしく、安心して、幸せ

に生きることができる富田林市に

なるよう、取り組んでいきます。 

3 全体 子供だけ権利がないのは、おかしい

と思ってました。だけどこれを見た

瞬間に、あるんだ！って思いまし

た。 

 

子供に権利あって嬉しくなりました

富田林市さんほんとにありがとう

ございます。あとそれを手伝った子

供達にも感謝です。ほんとにありが

とうございました。 

１ ⑤  一緒に条例を作ってくれたこど

もたちにも感謝してくれて、うれし

いです。この条例でこどもの権利

を守って、みんなが自分らしく、安

心して、幸せに生きることができ

る富田林市を作っていきます。 

4 全体 聞いたことがなかったからそうなん

だと思いました。 

１ ⑤  みんなに知ってもらえるよう、こ

どもの権利や条例をもっとみんな

に伝えていきます。 

5 全体 子供だからって決めつけられて可

哀想 

１ ⑤  条例は、こどもも大人と同じよう

に大切な権利を持っているという

考えで作りました。みんなが自分

らしく、安心して、幸せに生きるこ

とができる富田林市になるよう、

取り組んでいきます。 

6 全体 権利条例って何なん？ １ ⑤  こどもの権利条例は、こどもの

権利を守って、みんなが自分らし

く、安心して、幸せに生きることが

できる富田林市になるために、作

りました。   

これからみんなに知ってもらえ

るよう、こどもの権利や条例をわ

かりやすく説明していきます。 
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No. 該当箇所 条例について思ったこと 件数 
対応 

区分 
市の考え方 

７ こどもの権

利の保障 

（第 4 条第

2 項第 1

号） 

 

こどもの意

見表明およ

び参加 

（第12条第

5項） 

私はなんでも大人がきめるんじゃ

なくて子供にももっときめれるよう

にみんなにびょうどうにされるこ

と。 

 

世界をよくするためにさべつなど

をしてはいけない！！ 

みんなが大切にされてさべつやさ

れないこと 

 

あいことば 

た→だれでも 

い→命をまもること 

せ→せかいがおわってもみんなは 

つ→つながっている 

1 ①  こどもに関することはこどもの

意見を聞くことが大切です。この

条例では、差別をしてはいけない

ことや、みんなの意見を聞くこと

を決めています。 

 今後もみんなの意見を聞きなが

ら、みんなが大切にされて、差別

されない富田林市を作っていきま

す。 

８ こどもの権

利の保障 

（第 4 条第

2 項第 3

号） 

権利として、好き嫌い頑張って克服

(無理やりじゃない)権利 

1 ①  この条例では、みんなの気持ち

や意見を聞いて、大切にすること

を決めています。大人はみんなの

気持ちを聞いて、一緒に考えてい

くことが大切だと考えています。 

９ こどもの権

利の保障 

（第 4 条第

2 項第 10

号） 

おもちゃをたいせつにしよう。 

こまったときにたすけてくれる。 

1 ① この条例では、みんなが困った

ときに助けてもらえる権利を決め

ています。これから「こどもの権利

擁護委員会」という、みんなが相

談できる場所をつくって、困った

ときに助けてくれる仕組みを作っ

ていきます。 

1０ こどもの権

利の周知お

よび啓発 

（第10条第

3項） 

子供がひとりひとり大事にされて

いることが分かった。学校で教えて

みたりしても良さそうだなと思っ

た。 

1 ①  こどもは大人と同じように権利

を持っており、だれもが大切な存

在です。 

 この条例では、みんなが自分の

権利について学ぶ機会をつくるこ

とを決めています。 

 学校でも権利について学べるよ

う、取り組みます。 



4 

No. 該当箇所 条例について思ったこと 件数 
対応 

区分 
市の考え方 

1１ こどもの意

見表明およ

び参加 

（第12条第

5項） 

大人がかってにきめずに子どもも、

いっしょにきめて、多くの人がなっ

とくするルール（じょうれい）を作っ

て、せかいをよくする！！ 

 

学校で「こどもの権利条例の案」を

きめるじかんをつくる。 

 

みんながなっとくして、たのしく、い

やな思いをしないせかいを作るた

めには、みんなで決めることが大切

だと思います。せかい中を中心にう

ごくせかいがたいせつ！！ 

みんなが大事にされる世界→かい

がいはみんなではない 

 

あいことば 

た→大事にされる 

い→いつまでも 

せ→せかいは 

つ→つながる 

1 ①  この条例は、こどものみんなの

意見をたくさん聞いて作りまし

た。 

今後もみんなの意見を聞きなが

ら、みんなが楽しく、嫌な思いをし

ない富田林市を作っていきます。 

また、学校でも権利について学

べるよう、取り組みます。 

 

1２ こどもの権

利を保障す

る施策の推

進 

（第14条第

２項） 

こうえんにもっとあそぶものをつく

ってほしい☆ 

ふじさわだいこうえん♡ 

1 ③  みんなには「休む・遊ぶ権利」が

あって、公園はとても大切な場所

です。 

みんながもっと楽しく遊べる居

場所のある富田林市を作っていき

ます。 

１３ その他 ない 11 ⑤  こどもの権利条例は、こどもの

権利を守って、みんなが自分らし

く、安心して、幸せに生きることが

できる富田林市になるために、作

りました。  

 これからみんなに条例があって

良かったと思ってもらえるよう

に、取り組んでいきます。 

言葉 

？ 

 


